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ウ 小売店舗がその施設の一部となるような小売店舗以上の集客力を有する併設施設（小売店舗が大規

模なアミューズメント施設や博覧会施設の一部であるような場合） 

   該当なし 

 

 

２ 駐車場の構造、収容台数、面積及び敷地の状況（小売店舗、併設施設等を含む全体の収容台数） 

№ 駐車場の構造 
収容台数 

面  積 
駐車区画の大きさ 

一般用 身障者用 一般用 身障者用 

駐車場№１ 
建物外平面駐車場 

（自走式） 
32台 4台 501.63㎡ 

5.2ｍ×2.6ｍ×29台 

4.9ｍ×2.5ｍ× 3台 
5.2ｍ×3.5ｍ 

駐車場№２ 
建物外平面駐車場 

（自走式） 
59台 2台 784.90㎡ 

5.2ｍ×2.5ｍ×22台 

5.0ｍ×2.5ｍ×37台 
5.2ｍ×3.5ｍ 

駐車場№３ 
建物内屋上駐車場 

（自走式） 
232台 2台 2,969.50㎡ 

6.0ｍ×3.0ｍ× 6台 

6.0ｍ×2.5ｍ× 1台 

5.0ｍ×3.0ｍ× 1台 

5.0ｍ×2.5ｍ×223台 

3.6ｍ×2.5ｍ× 1台 

5.0ｍ×3.5ｍ 

合  計 323台 8台 4,256.03㎡ － － 

※駐車場№３の収容台数には従業員用駐車場（92台）を含む。 

 

駐車料金の 

徴収の有無 

駐車場条例による届出 

駐車場とする予定の有無 

入口ゲートの 

入庫処理時間 
契約形態 

無 無 無 自己所有 

 

 

３ 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口

の数及び位置を設定するために必要な事項                     〔規則§４Ⅰ⑤〕 

（１）駐車場の自動車の出入口の形式 

  ①駐車場の入庫処理能力  

自走式平面駐車場で発券ブースの設置がないため、該当なし。 

   

②敷地内駐車待ちスペース 

出入口の場所 
駐車待ち 

スペースの有無 

実際に用意する 

駐車待ちスペース 

発券ブース 

の有無 

必要な駐車待ちスペース 駐車待ちスペース「無」の場合 

長さｍ 算出根拠 その理由・対策 

入口№１ 無 0ｍ 無 0ｍ － 駐車場出入口にはゲートや発券

ブースの設置予定がなく、入庫

処理時間がかからないため。 出入口№３ 無 0ｍ 無 0ｍ － 
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（２）敷地周辺の道路の状況 

項   目 
道路№１ 

国道57号 

道路№２ 

市道湖東1丁目栄町第1号線 

道路№３ 

市道湖東1丁目第1号線 

道路幅員 

（車線数） 

歩道の有無・幅員 

41.0ｍ 

（6車線） 

有 2.9ｍ、3.4ｍ 

15.1ｍ 

（2車線） 

有 3.0ｍ、2.5ｍ 

5.2ｍ 

（1車線） 

無 

交通規制 
駐車禁止 

指定方向外進行禁止 

制限速度40ｋｍ／ｈ 

駐車禁止 

指定方向外進行禁止 

制限速度20ｋｍ／ｈ 

駐車禁止・一方通行 

信号交差点数 
（うち右折帯設置の交差点数） 

9交差点 

（8交差点） 

4交差点 

（2交差点） 

1交差点 

（0交差点） 

横断歩道等の状況 有 有 無 

通学路の有無 

利用者数※1 
無 

有 

0名 
無 

バス路線の有無 有 有 無 

別添「資料－６．１ 周辺道路状況図（１）／資料－６．２ 周辺道路状況図（２）」参照 

※１ 健軍、砂取、泉ヶ丘小学校及び湖東中学校への聞き取り調査による。 

 

（３）来客の自動車の方向別台数の予測の結果等 

①現状の平日、休日（日曜）それぞれの交通量調査の結果 

調 査年月 日 
令和7年6月15日（日） 7:00～20:00 

令和7年6月16日（月） 7:00～20:00 

調 査 場 所 

【交差点№１（神水交差点）】国道57号×主要地方道熊本高森線 

【交差点№２】国道57号×市道湖東1丁目栄町第1号線×市道神水本町第24号線 

別添「資料－７ 案内経路図」参照 

調査の委託先 株式会社エス・ティ・イー総合企画 

調 査 方 法 

①路線状況調査 

・調査交差点に接する道路を主体に計画地を中心とした半径１㎞の範囲で来店者が利用する

と考えられる道路のレーン構成・道路幅員等の構造上の基礎調査。 

②交差点形状調査 

・調査交差点の交差点形状調査。 

③交差点制御状況調査 

・調査信号交差点の信号現示階梯・運用秒時（調査時間内の毎正時に計測）。 

・信号現示長（ストップウォッチを用いて1測定当たり1サイクル計測し、記録した）。 

④交差点交通流量調査 

・調査交差点において自動車、自転車及び歩行者等の交通量を計測。 

・自動車交通量（調査交差点において自動車交通量を方向別、時間帯別及び車種別にマニュ

アルカウンターを用いて計測し、1時間ごとに記録）。 

・自動車分類は、大型車・普通乗用車・二輪車の3分類とし、以下の区分とした。 

 

【車種区分表（３区分）】 

種 別 内    容 

大 型 車 １，２，８，９，０ナンバー 

普 通 車 ３，４，５，６，７，８ナンバー 

二 輪 車 原動機付き自転車を含む 

 

・自転車及び歩行者交通量（調査交差点において道路を横断する自転車及び歩行者交通量を時

間帯別にマニュアルカウンターを用いて計測し、1時間ごとに記録）。 

調 査 結 果 別添資料「（仮称）湖東ＳＭ商業施設 交通処理計画報告書」参照 

 






















































